
　別表第１（第６条第１項関係）

補助事業者の区分 補助金の額

一般枠
該当者

　補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗
　じて得た額又は３００，０００円のいずれか少な
　い額以内の額

第４条第１項第３号に
該当する者

一般枠
該当者

子育て枠
該当者かつ
移住者

第４条第１項第１号に
該当する者

子育て枠
該当者

　補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗
　じて得た額又は４００，０００円のいずれか少な
　い額以内の額

一般枠該当者
かつ移住者

　補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗
　じて得た額又は４００，０００円のいずれか少な
　い額以内の額

　補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗
　じて得た額又は５００，０００円のいずれか少な
　い額以内の額

第４条第１項第２号に
該当する者

一般枠該当者
かつ移住者

一般枠
該当者

　補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗
　じて得た額又は２００，０００円のいずれか少な
　い額以内の額

子育て枠
該当者

　補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗
　じて得た額又は３００，０００円のいずれか少な
　い額以内の額

　補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗
　じて得た額又は３００，０００円のいずれか少な
　い額以内の額

子育て枠
該当者かつ
移住者

　補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗
　じて得た額又は４００，０００円のいずれか少な
　い額以内の額

　補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗
　じて得た額又は５０，０００円のいずれか少な
　い額以内の額

　補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗
　じて得た額又は２５０，０００円のいずれか少な
　い額以内の額

子育て枠
該当者

　補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗
　じて得た額又は３５０，０００円のいずれか少な
　い額以内の額

第４条第１項第４号に
該当する者

-
　補助対象経費の実支出額の合計額に２分の１を乗
　じて得た額又は５００，０００円のいずれか少な
　い額以内の額

第４条第１項第５号に
該当する者

-


